
鶴ヶ島市ゼロカーボン推進補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、省エネ家電製品等を導入する者に対し、予算の範囲内において

鶴ヶ島市ゼロカーボン推進補助金（以下「補助金」という。）を交付することによ

り、省エネ家電製品等の普及を促進し、地球温暖化対策の推進を図ることを目的と

する。 

２ 前項に規定する補助金の交付に関しては、鶴ヶ島市補助金等の交付に関する規則 

（昭和４７年規則第１６号）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

（補助対象品目等） 

第２条 補助対象となる省エネ家電製品等（以下「補助対象家電製品」という。）の

対象品目、条件等は、別表に定めるとおりとする。 

２ 補助の対象となる経費は、令和６年４月１日以降に購入した補助対象家電製品の

本体購入費及び設置工事費（消費税及び地方消費税を含む。）とする。ただし、買

換えに伴う既存機器の処分費及び購入店のポイントによる減額分は除く。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、申請日において、次の各号のいずれにも該当

する者とする。 

 (1) 市内に住所を有する者 

(2) 市税を滞納していない者 

 (3) 本人及びその属する世帯の構成員が、鶴ヶ島市暴力団排除条例（平成２４年条

例第２５号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第３条第２項に規定す

る暴力団関係者でない者 

 (4) 本人及びその属する世帯の構成員が、この補助金の交付を受けていないもの。 

（事前申請) 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和６年 

４月３０日までに、様式第１号の鶴ヶ島市ゼロカーボン推進補助金事前申請書によ 

り市長に申請するものとする。  

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付申請を



することができる者（以下「交付申請予定者」という。）を決定し、申請者にその

旨を通知するものとする。ただし、前項に規定する申請期限までに予算の範囲を超

える申請があったときは、抽選により交付申請予定者を決定するものとする。 

（交付申請） 

第５条 交付申請予定者は、令和６年７月３１日までに、様式第２号の鶴ヶ島市ゼロ

カーボン推進補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければな

らない。 

  (1) 補助対象家電製品の領収書等（購入日、購入費用、購入店及び型番等の機種を

特定できる記載があるものに限る。）の写し 

  (2) 特定家庭用機器廃棄物管理票の写し（特定家庭用機器（特定家庭用機器再商品

化法（平成１０年法律第９７号）第２条第４項に規定する特定家庭用機器をいう。）

の買換えの場合に限る。） 

  (3) 補助金の振込先口座が確認できる書類 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金

の交付の可否を決定し、様式第３号の鶴ヶ島市ゼロカーボン推進補助金交付（不交

付）決定通知書により申請者にその旨を通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をしたときは、当該決定を受け

た者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。 

（追加募集） 

第８条 市長は、第６条の規定により決定した補助金の交付決定額の総額が当該年度

の補助金の交付に係る予算額を下回った場合は、別に定めるところにより補助金の

交付申請の追加募集を行うことができる。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があると

きは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に



交付した補助金があるときは、その者に対し期限を定めてその全部又は一部の返還

を求めることができる。 

（処分の制限） 

第１０条 補助金の交付を受けた者は、当該交付対象となった補助対象家電製品を、

市長の承認を得ず、この補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、貸与し、廃

棄し、売却し、譲渡し、移設し、又は担保に供してはならない。ただし、当該交付

の決定の日から５年を経過する日までの期間を経過した場合は、この限りではない。 

（交付決定を受けた者の協力） 

第１１条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助対象家電製品に買い換えた

効果の状況に関する資料の提供その他の協力を求めることができる。 

（補則） 

第１２条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

  対象品目 条件 

台数の

上限 補助率 補助上限額 

購入 
ポータブル

蓄電池 

１ 自ら居住する市内

の住宅において自ら

の生活の用に供する

ため、新品（未使用

であり、かつ消費者

により購入されたこ

とがないものをい

ポータ

ブル蓄

電池、

エアコ

ン又は

冷蔵庫

及び冷

補助対象経

費に２分の

１を乗じて

得た額（そ

の額に１，

０００円未

満の端数が

５０，００

０円 



う。以下同じ。）を

購入すること 

２ 可搬式の太陽光パ

ネルと接続できるも

ので、蓄電容量が４

００Ｗｈ以上、交流

（ＡＣ）１００Ｖ出

力端子を備えるポー

タブル蓄電池である

こと 

凍庫の

いずれ

か１台 

生じた場合

は、これを

切り捨てた

額） 

買換え 

エアコン 

１ 自ら居住する市内

の住宅において使用

していたエアコン

を、当該住宅におい

て自らの生活の用に

供するため、新品を

市内事業者（鶴ヶ島

市商工会加盟店を含

む。以下同じ。）に

て買い換えること 

２ 購入時に省エネ基

準達成率が目標年度

２０２７において１

００％以上であるこ

と 

５０，００

０円 

冷蔵庫及び

冷凍庫 

１ 自ら居住する市内

の住宅において使用

５０，００

０円 



していた冷蔵庫及び

冷凍庫を、当該住宅

において自らの生活

の用に供するため、

新品を市内事業者に

て買い換えること 

２ 購入時に省エネ基

準達成率が目標年度

２０２１において１

００％以上であるこ

と 

ＬＥＤ照明

器具 

１ 自ら居住する市内

の住宅において使用

していた照明器具

（自宅の壁や天井等

に固定して使用する

もので、ＬＥＤ照明

器具ではないものに

限る。）を、当該住

宅において自らの生

活の用に供するた

め、ＬＥＤ照明器具

の新品を市内事業者

にて買い換えること 

２ 自宅の壁や天井等

に固定して使用する

２台ま

で 

１台：５，

０００円 

２台：１

０，０００

円 



ＬＥＤ照明器具であ

ること 

 


